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な
く
そ
う
！
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
集
会
、北
海
道
で
初
の
開
催

TOPIC　
◇
　
初
の
北
海
道
で
の
開
催

　

二
〇
一
六
年
二
月
二
〇
日
、
北
海
学
園
大
学
（
札
幌
市

豊
平
区
）
の
大
教
室
を
会
場
に
、「
な
く
そ
う
！
官
製
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア
北
海
道
集
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。
開
催
時
間

は
土
曜
日
の
午
後
で
、
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
日
、
同

じ
時
間
帯
に
、
参
加
者
が
ど
れ
に
行
く
か
迷
う
よ
う
な
市

民
集
会
等
が
い
く
つ
も
集
中
し
て
い
た
そ
う
だ
が
、
本
集

会
に
は
約
二
〇
〇
名
の
参
加
者
が
あ
り
、
問
題
へ
の
関
心

の
高
さ
を
う
か
が
わ
せ
た
。

　
「
な
く
そ
う
！
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
集
会
」
の
開
催

は
、
東
京
、
大
阪
、
沖
縄
に
次
ぎ
、
北
海
道
は
四
カ
所
目

に
な
る
と
い
う
。
東
京
に
本
拠
を
置
く
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
官

製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
研
究
会
」
が
、
二
〇
〇
九
年
に
初
め

て
東
京
で
開
催
し
て
以
降
、
同
様
の
取
り
組
み
が
各
地
に

波
及
し
、
回
を
重
ね
て
い
る
。
各
地
で
の
開
催
に
は
、
こ

の
問
題
に
普
段
か
ら
関
わ
っ
て
い
る
地
元
の
労
働
組
合
や

法
律
家
団
体
、
さ
ら
に
は
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
や
研
究
者
な

ど
が
協
力
し
て
い
る
。
北
海
道
で
も
こ
の
度
よ
う
や
く
初

の
開
催
に
漕
ぎ
着
け
た
。

　

北
海
道
集
会
の
主
催
団
体
と
な
っ
た
の
は
、「
札
幌
市

公
契
約
条
例
の
制
定
を
求
め
る
会
」（
代
表
＝
伊
藤
誠
一

弁
護
士
）
を
土
台
と
す
る
実
行
委
員
会
（
代
表
同
）
で
あ

る
。
実
行
委
員
会
に
は
、
労
働
組
合
、
法
律
家
団
体
、
市

民
活
動
団
体
、
研
究
機
関
な
ど
一
二
団
体
が
参
画
。
当
研

究
所
も
二
〇
一
四
年
度
か
ら
所
内
に
設
置
し
て
い
る
「
非

正
規
公
務
労
働
問
題
研
究
会
」（
主
査
＝
川
村
雅
則
・
北

海
学
園
大
学
教
授
）
の
活
動
の
一
環
と
し
て
実
行
委
員
会

に
加
わ
り
、
集
会
の
企
画
・
運
営
に
関
わ
っ
た
。

　
◇
　
問
題
の
難
し
さ
と
集
会
の
狙
い

　

本
誌
で
も
非
正
規
公
務
労
働
問
題
研
究
会
主
催
の
学
習

会
記
録
や
調
査
レ
ポ
ー
ト
な
ど
を
通
し
て
く
り
か
え
し
発

信
し
て
き
た
と
お
り
、
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
問
題
は
、

特
に
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
実
態
把
握
が
不
十
分
な
状
態
が

続
い
て
い
る
た
め
、
そ
の
全
貌
が
つ
か
め
て
い
な
い
。
そ

の
規
模
や
問
題
の
性
格
、
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
構
造

な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
今
な
お
課
題
で
あ
り
続
け

て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
問
題
の
当

事
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
人
た
ち
が
全
く
見
出
さ
れ
て
い

な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

第
一
は
、
国
の
行
政
機
関
や
自
治
体
の
役
所
・
役
場
に

雇
用
・
任
用
さ
れ
る
臨
時
・
非
常
勤
等
職
員
、い
わ
ゆ
る「
非

正
規
公
務
員
」
で
あ
る
。
近
年
、
総
務
省
や
自
治
労
が
調

査
を
実
施
し
、
全
国
の
自
治
体
で
働
く
非
正
規
公
務
員
の

数
は
計
六
〇
万
～
七
〇
万
人
、
全
地
方
公
務
員
の
三
分
の

一
が
非
正
規
公
務
員
、
な
ど
と
推
計
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
か
ら
、
そ
の

数
が
年
々
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り

し
て
い
る
。
増
加
の
背
景
に
は
、
国
・
自
治
体
財
政
の
悪

化
、
関
係
法
制
の
規
制
緩
和
、
国
主
導
の
地
方
行
政
改
革

の
推
進
策
と
し
て
の
自
治
体
職
員
減
ら
し
な
ど
が
あ
る
。

地
方
公
務
員
の
数
は
、
こ
の
一
〇
年
で
全
国
で
約
三
〇
万

人
の
減
、
道
内
だ
け
で
も
約
一
万
八
千
人
の
減
と
な
り
、

そ
の
結
果
生
じ
た
人
的
不
足
が
非
正
規
公
務
員
に
よ
っ
て

穴
埋
め
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
は
、
国
の
行
政
機
関
や
自
治
体
の
役
所
・
役
場
が

公
共
工
事
を
発
注
し
た
場
合
や
、
自
ら
の
仕
事
を
外
部
委

託
し
た
場
合
な
ど
、
そ
れ
ら
の
工
事
や
事
業
の
実
施
を
受

託
し
た
民
間
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
公
共

民
間
労
働
者
」
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
実
態
把
握
は
さ
ら
に

難
し
く
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
こ

の
間
の
自
治
体
財
政
の
悪
化
な
ど
を
背
景
に
、
低
価
格
発

注
が
横
行
し
、
発
注
先
な
い
し
委
託
先
の
事
業
者
や
、
そ

こ
で
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ
し

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

  

右
記
の
構
図
は
、
地
方
分
権
改
革
の
進
展
な
ど
に
よ
り

担
う
べ
き
仕
事
の
質
・
量
が
い
っ
そ
う
厚
み
を
増
す
一
方

で
、
そ
れ
を
中
心
的
に
担
う
正
規
の
職
員
の
数
は
減
ら
さ

れ
、
そ
の
穴
を
一
般
市
民
や
民
間
事
業
者
の
力
を
借
り
て

埋
め
ざ
る
を
得
な
い
自
治
体
の
「
苦
悩
」
に
も
見
え
る
が
、

そ
の
一
方
に
は
、
不
安
定
雇
用
と
生
活
不
安
を
抱
え
な
が

ら
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
に
日
々
従
事
す
る
多
く
の

官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
層
が
い
る
。
彼
・
彼
女
ら
の
立
場

は
、
民
間
企
業
で
働
く
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
も
ま
た
違
う
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独
特
の
困
難
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

公
共
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
い
手
た
ち
が
、
不
安
定
雇
用
、

処
遇
格
差
、
生
活
不
安
の
状
態
に
置
か
れ
な
が
ら
、
日
々

働
き
続
け
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
が
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ

プ
ア
問
題
の
核
心
で
あ
り
、
事
は
市
民
社
会
全
体
に
関
わ

る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
前
提
の
理
解
と
そ
の
解
決
の
必

要
性
を
広
く
市
民
に
発
信
し
、
問
題
意
識
を
共
有
す
る
こ

と
が
こ
の
集
会
の
主
な
目
的
で
あ
る
。

　
◇
　
実
態
把
握
か
ら
今
後
の
取
り
組
み
へ

　

今
回
の
集
会
は
、
二
部
構
成
で
進
め
ら
れ
た
。
第
一
部

「
現
場
か
ら
の
報
告
」
で
は
、
国
・
自
治
体
の
臨
時
・
非

常
勤
職
員
お
よ
び
公
共
民
間
労
働
者
の
当
事
者
、
そ
の
支

援
に
当
た
っ
て
い
る
労
働
組
合
の
関
係
者
ら
、
計
八
名
の

方
々
か
ら
現
状
報
告
を
い
た
だ
い
た
。
報
告
を
通
じ
、
あ

ら
た
め
て
、
正
規
の
自
治
体
職
員
と
の
間
に
あ
る
給
与
水

準
や
手
当
・
有
給
休
暇
の
有
無
な
ど
の
処
遇
格
差
を
前
に

し
て
、
働
く
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
仕
事
に
対
す
る
誇
り
を

保
つ
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
非
正
規
公
務
員
の
姿
や
、
自

ら
の
雇
用
主
で
あ
る
自
治
体
業
務
の
受
託
事
業
者
が
代
わ

る
た
び
に
、
雇
用
継
続
に
対
す
る
不
安
感
に
苛
ま
れ
る
公

共
民
間
労
働
者
の
姿
な
ど
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
あ
わ

せ
て
、
小
泉
構
造
改
革
以
降
に
極
端
化
し
た
公
務
員
バ
ッ

シ
ン
グ
の
風
潮
が
現
在
も
日
本
社
会
に
根
強
く
残
り
、
官

製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
問
題
に
対
す
る
市
民
の
共
感
や
理
解

の
進
展
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
も
う
か
が

え
た
。

　

続
く
第
二
部
の
「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
で
は
、

第
一
部
の
登
壇
者
（
八
名
の
う
ち
二
名
）
に
加
え
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
研
究
会
の
白
石
孝
理
事
長

と
上
林
陽
治
理
事
に
も
ご
登
壇
い
た
だ
き
、
こ
の
問
題
に

取
り
組
む
自
ら
の
活
動
の
原
点
や
、
今
後
の
運
動
の
展
望

な
ど
に
つ
い
て
ご
発
言
を
い
た
だ
い
た
。「
非
正
規
労
働

問
題
の
本
質
は
格
差
で
は
な
く
差
別
」、「
非
正
規
労
働
者

の
自
尊
意
識
の
尊
重
も
必
要
」
と
い
っ
た
発
言
が
特
に
印

象
的
で
あ
っ
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
第
二
部
で
は
、「
地
域
か
ら
の
報
告
」
と

し
て
、
会
場
に
参
加
の
旭
川
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
問
題

研
究
会
や
帯
広
市
嘱
託
職
員
労
働
組
合
の
関
係
者
、
さ
ら

に
は
現
役
の
自
治
体
議
会
議
員
か
ら
も
、
最
近
の
取
り
組

み
や
自
ら
の
問
題
意
識
な
ど
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
発
言
さ

れ
た
。
問
題
意
識
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
普
段
は
個
別
に

活
動
し
て
い
る
道
内
各
地
の
団
体
や
個
人
の
思
い
が
一
つ

の
場
に
集
ま
り
、
他
の
参
加
者
も
含
め
て
共
有
さ
れ
た
こ

と
に
、
今
次
集
会
の
一
つ
の
意
義
を
見
出
す
。

　

官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
一
つ

の
方
策
と
し
て
、
各
自
治
体
で
「
公
契
約
条
例
」
を
制
定

す
る
と
い
う
や
り
方
が
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
の
千
葉
県
野

田
市
で
の
同
条
例
制
定
以
降
、
首
都
圏
の
都
市
自
治
体

を
中
心
に
制
定
例
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
が
、
札
幌
市
は

二
〇
一
三
年
に
条
例
案
が
市
議
会
で
否
決
さ
れ
、
挫
折
し

た
経
験
が
あ
る
。
こ
の
経
験
を
乗
り
越
え
て
、
同
条
例
の

制
定
に
向
か
う
気
運
を
再
び
盛
り
上
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か

は
、
市
民
の
中
に
ど
れ
だ
け
支
持
層
を
広
げ
ら
れ
る
か
が

一
つ
重
要
に
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
北
海
道
で
の
集

会
の
開
催
が
こ
の
先
も
回
を
重
ね
て
い
く
こ
と
、
同
様
の

趣
旨
の
取
り
組
み
が
道
内
外
の
他
の
地
域
に
も
拡
散
し
て

い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

本
集
会
の
報
告
書
は
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
実
行
委
員

会
が
発
行
し
て
お
り
、
当
研
究
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も

掲
載
し
て
い
る
の
で
、詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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